
　
２
０
１
１
年
３
月

日
に
起
き
た
東
日
本
大
震
災
に
伴
い
、
災
害
廃
棄
物
が
発
生

し
た
。
被
災
地
復
興
の
た
め
に
災
害
廃
棄
物
の
円
滑
な
処
理
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ

て
お
り
、
適
正
か
つ
効
率
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
被
害
の
大
き
か
っ
た
岩

手
、
宮
城
、
福
島
の
３
県
の
沿
岸
市
町
村
に
お
い
て
は
、
廃
棄
物
推
計
量
全
体
の
約

％
の
処
理
が
完
了
し
て
い
る
。
災
害
廃
棄
物
は
中
間
処
理
施
設
に
集
め
ら
れ
て
、

選
別
機
や
破
砕
機
、
仮
設
焼
却
炉
な
ど
に
よ
っ
て
、
処
理
が
着
実
に
進
ん
で
い
る
。

災
害
廃
棄
物
由
来
の
再
生
資
材
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
公
共
工
事
の
原
材
料
や
、
木

質
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
な
ど
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。

沿
岸
市
町
村
５
割
処
理
混
合
廃
棄
物
を
選
別
、
破
砕

災害廃棄物中間処理場で土砂を選別

国の代行処理で設置された仮設焼却炉
　　（写真はいずれも相馬市）

仮設焼却炉近くに仮置きしている
フレキシブルコンテナ入り主灰

焼
却
は
国
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理
主
灰
・
飛
灰
は
当
面
仮
置
き

災害廃棄物中間処理場で混合廃棄物を手選別

廃
棄
物
処
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技
術

被災地復興に貢献
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選
別
工
程
で
は
、
破
砕
し

た
混
合
廃
棄
物
を
土
砂
選
別

機
に
通
し
た
後
、
風
力
を
利

用
し
た
選
別
や
手
選
別
を
実

施
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
、

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
塩
ビ
類

な
ど
の
可
燃
物
や
、
タ
イ

ル
、
ガ
ラ
ス
、
瓦
な
ど
の
が

れ
き
類
、
あ
る
い
は
非
鉄

類
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ガ
ラ
な

ど
に
分
類
で
き
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
選
別
さ
れ
た
廃

棄
物
を
い
く
つ
か
の
方
法
で

処
理
し
て
い
る
。

　
が
れ
き
類
や
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ガ
ラ
、
自
然
石
は
再
生
骨

材
と
し
て
、
廃
タ
イ
ヤ
、
土

砂
、
廃
家
電
、
不
燃
物
は
そ

の
ま
ま
で
、
リ
サ
イ
ク
ル
。

土
砂
に
つ
い
て
は
市
海
岸
地

区
の
市
保
安
林
の
盛
土
材
用

と
し
て
仮
置
き
し
て
い
る
。

鉄
く
ず
は
売
却
。
木
く
ず
、

漁
網
、
可
燃
物
、
畳
は
焼
却

処
分
し
て
い
る
。
ま
た
流
木

処
理
に
つ
い
て
は
、
一
部
を

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
と
し

て
チ
ッ
プ
化
し
売
却
し
て
お

り
、
そ
の
他
は
破
砕
し
、
燃

焼
処
分
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
被
災
家
屋
取
り
壊

し
、
流
出
家
屋
な
ど
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
破

砕
し
再
生
骨
材
と
し
て
復
興

関
係
の
公
共
工
事
に
利
用
し

て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
処
理
の
う
ち
、

焼
却
と
焼
却
灰
の
最
終
処
分

に
つ
い
て
は
、
国
が
中
間
処

理
場
の
隣
接
地
に
お
い
て
代

行
処
理
し
て
い
る
。
「
東
日

本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
災

害
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る

特
別
措
置
法
」
第
４
条
に
基

づ
き
、
市
町
村
か
ら
代
行
要

請
を
受
け
た
地
域
に
つ
い
て

は
、
市
町
村
に
代
わ
っ
て
国

が
処
理
を
代
行
す
る
仕
組
み

を
利
用
。
相
馬
市
の
既
存
の

ゴ
ミ
焼
却
施
設
で
は
処
理
し

き
れ
な
い
た
め
、
隣
接
す
る

新
地
町
と
共
同
で
、
国
に
対

し
て
処
理
の
代
行
を
要
請

し
、
認
め
ら
れ
た
。

　
国
は
代
行
処
理
の
た
め
、

仮
設
焼
却
炉
３
基
を
設
置
し

て

年
２
月

日
に
点
火
式

を
開
催
し
、
焼
却
を
始
め
て

い
る
。
段
階
式
ス
ト
ー
カ
炉

と
回
転
式
ス
ト
ー
カ
炉
の
２

種
類
を
採
用
す
る
こ
と
で
、

雑
多
な
性
状
の
災
害
廃
棄
物

に
も
対
応
が
可
能
。
処
理
能

力
は
３
基
合
計
で
１
日
当
た

り
５
７
０

。

　
焼
却
の
残
渣
で
あ
る
主
灰

ざ
ん
さ

と
飛
灰
に
つ
い
て
は
、
フ
レ

キ
シ
ブ
ル
コ
ン
テ
ナ
に

充
填
後
、
処
分
先
が
決
ま

じ
ゅ
う
て
ん

る
ま
で
の
当
面
の
間
、
焼
却

残
渣
仮
置
き
場
に
仮
置
き
し

て
い
る
。
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
コ

ン
テ
ナ
に
充
填
し
た
主
灰
と

飛
灰
は
、
放
射
性
物
質
濃
度

を
測
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
発
生
し
た
焼
却
灰
の
濃
度

は
全
て
１

当
た
り
８
０

０
０

以
下
に
な
っ
て
い

る
。
８
０
０
０

以
下
の
廃

棄
物
は
、
特
別
な
処
理
方
法

を
と
る
こ
と
な
く
、
周
辺
住

民
、
作
業
者
の
い
ず
れ
に
と

っ
て
も
安
全
に
処
理
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
建

築
物
の
倒
壊
な
ど
に
よ
っ
て

発
生
し
た
災
害
廃
棄
物
の
量

は
膨
大
で
、
復
興
に
向
け
て

災
害
廃
棄
物
の
処
理
が
現
在

も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
環
境
省
に
よ
る
と
、
岩

手
、
宮
城
、
福
島
の
３
県
沿

岸
市
町
村
の
災
害
廃
棄
物
推

計
量
１
６
２
９
万
６
０
０
０

の
う
ち
、

年
２
月
末
現

在
、

・
３
％
に
当
た
る
８

３
５
万
９
０
０
０

の
処
理

が
完
了
。
県
別
の
災
害
廃
棄

物
推
計
量
に
対
す
る
処
理
割

合
は
岩
手
が
３
６
５
万
７
０

０
０

に
対
し
て

・
５

％
、
宮
城
が
１
１
０
２
万
６

０
０
０

に
対
し
て

・
３

％
、
福
島
が
１
６
１
万
４
０

０
０

に
対
し
て

・
８
％

と
な
っ
て
い
る
。

　
３
県
沿
岸
市
町
村
で
処
理

が
完
了
し
た
量
の
内
訳
は
、

再
生
利
用
が
全
体
の

・
７

％
に
あ
た
る
６
９
１
万
７
０

０
０

。
こ
の
他
、
焼
却
処

理
量
が
１
０
７
万
６
０
０
０

、
埋
め
立
て
処
理
量
が

万
８
０
０
０

、焼
却
燃
料

利
用
が
３
万
８
０
０
０

。

　
市
町
村
別
の
処
理
の
進
行

状
況
で
は
、
処
理
を
完
了
し

た
の
が
宮
城
県
の
利
府
町
。

処
理
割
合
で
８
割
超
が
同
県

の
松
島
町
。
７
割
超
が
岩
手

県
の
洋
野
町
、
普
代
村
、
そ

し
て
宮
城
県
の
宮
城
東
部
ブ

ロ
ッ
ク

塩
釜
市
、
多
賀
城

市
、
七
ケ
浜
町

。
６
割
超

が
仙
台
市
、
宮
城
県
の
亘
理

名
取
ブ
ロ
ッ
ク

名
取
市
、

岩
沼
市
、
亘
理
町
、
山
元

町

、
福
島
県
の
い
わ
き

市
。
５
割
超
に
は
岩
手
県
の

大
船
渡
市
、
陸
前
高
田
市

や
、
宮
城
県
の
石
巻
ブ
ロ
ッ

ク

女
川
町
、
石
巻
市
、
東

松
島
市

、
福
島
県
の
新
地

町
が
入
っ
て
い
る
。

　
こ
の
他
の
市
町
村
に
お
い

て
も
処
理
が
進
ん
で
い
る
。

　
そ
の
一
つ
が
福
島
県
の
相

馬
市
だ
。
環
境
省
に
よ
る

と
、
同
市
の
処
理
割
合
は

年

月
末
が

・
７
％
、

月
末
が

・
２
％
、

年
１

月
末
が

・
１
％
、
そ
し
て

２
月
末
が

・
６
％
と
着
実

に
高
ま
っ
て
い
る
。

　
同
市
の
災
害
廃
棄
物
推
計

量
は

万
６
０
０
０

。
災

害
廃
棄
物
の
特
徴
は
、
集
落

規
模
の
家
屋
が
津
波
に
よ
っ

て
全
壊
し
押
し
流
さ
れ
た
こ

と
か
ら
原
形
を
留
め
ず
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
が
混
在
。
さ
ら

に
津
波
に
よ
っ
て
流
さ
れ
た

土
砂
が
そ
れ
ら
の
廃
棄
物
に

付
着
し
た
。
被
害
に
あ
っ
た

集
落
は
木
造
家
屋
が
多
い
地

域
で
あ
り
、
木
く
ず
な
ど
が

多
く
発
生
し
た
。

　
同
市
は
こ
れ
ら
の
災
害
廃

棄
物
を
処
理
す
る
た
め
、
市

内
に
中
間
処
理
場
を
設
置
。

未
選
別
の
混
合
廃
棄
物
の
中

か
ら
、
写
真
な
ど
の
思
い
出

の
品
や
、
貴
重
品
、
廃
家

電
、
ガ
ス
ボ
ン
ベ
、
ポ
リ
塩

化
ビ
フ
ェ
ニ
ー
ル

Ｐ
Ｃ

Ｂ

廃
棄
物
、
消
火
器
、
ア

ス
ベ
ス
ト
、
廃
タ
イ
ヤ
、
大

き
な
自
然
石
を
、
作
業
員
に

よ
る
手
選
別
で
回
収
。
そ
れ

以
外
に
つ
い
て
は
重
機
械
で

木
く
ず
や
畳
、
ス
プ
リ
ン
グ

入
り
マ
ッ
ト
レ
ス
、
漁
網
を

抜
き
出
し
、
破
砕
機
を
使
っ

て
細
か
く
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
残
っ
た
混
合
廃
棄

物
は
破
砕
機
に
投
入
し
、
鉄

く
ず
を
磁
力
選
別
機
能
で
取

り
出
し
た
後
、
重
機
械
で
は

分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
混

合
廃
棄
物
を
選
別
す
る
工
程

に
移
す
。


